
第

-
期

約

(
問
)
前
橋
の
戦
焚
復
興
都
町
事
業
が

進
め
ら
れ
よ
m内
の
面
白
を
一
新
さ
れ

て
お
h
u
ま
す
と
と
は
、
喜
ば
し
い
ζ
と

で
す
が
、
と
の
都
市
針
閣
官
惜
業
は
、
現

在
ま
で
に
ど
の
似
進
ん
だ
で
し
主
っ
か

(
答
)
第
一
一
期
五
ヶ
年
前
聞
事
業
の

分
、
約
六
十
二
〆
進
ん
で
居
h
u
ま
す

(
閉
そ
れ
で
は
、
昭
一
型
一
十
八
年
の

‘
 ‘，， 咽・4，，、

ん

V

1

4

~
答
)
れ
は
替
す

商
業
他
国
棚
、
エ
紫
泌
総
司
副
鑓
溜
帽

を
指
定
し
て
都
市
の
健
全
な
る
議
穫

を
促
進
す
る
と
と
に
な
っ
て
暦
D
法

独
立
後
最
初
の
め
で
た
い
新
年
を
迎
え
、
本
市
が
窓
k
路
震
レ
つ
』
あ
D
ま
す
こ
一
ナ
。

と
は
、
ま
と
と
に
在
レ
い
ζ
と
で
す
が
、
終
戦
以
来
七
箸
竺
あ
の
惨
た
ん
一
(
問
)
削
許
施
行
予
定
区
機
内
に
、
乙

た
る
焦
土
が
、
今
は
戦
災
復
興
部
計
事
業
の
施
行
に
よ
D
、
日
に
日
に
一
面
白
を
あ
一
れ
か
ら
家
を
建
築
す
る
時
に
、
ど
ん
な

ら
た
め
、
世
締
数
一
一
一
一
、
一
七
六
、
ム

u男
四
九
、
一
一
一
六
一
一
、
女
五
三
、
六
一
五
一
注
意
が
必
要
で
す
か
。

竺
o弓
九
七
七
λ
(昨
年
士
一
月
百
現
在
調
査
)
を
算
し
、
市
飽
き
建
一
言
語
信
号
室
製
理

殺
を
管
め
上
水
道
義
、
下
水
道
の
違
い
ろ
く
な
大
事
業
が
計
画
員
一
に
よ
る
換
昔
、
遣
軍
国
語

て
唐
D
ま
す
の
で
、
苧
春
行
ゃ
れ
て
い
る
都
市
計
画
案
が
、
今
後
ど
量
一
置
に
建
築
に
蓄
し
夢

P
読

め
ら
れ
て
行
手
に
つ
い
て
、
主
義
普
係
及
び
前
震
災
復
興
事
務
所
得
一

H
L
前
震
災
援
興
事
務
所
へ
御
謀

に

つ

い

て

た

ヂ

ね

て

み

ま

し

た

。

一

下

さ

い

.

f
h
t
i
l
i
-
-
'
)
)
E
t
i
l
i
-
-
J
)
)
j
I
一
(
問
)
先
頃
広
報
に
も
出
ま
し
張
、

-
i
'
'

一
で
に
終
ら
な
い
と
折
菌

2尚
一
防
火
器
に
つ
い
て
、
そ
の
後
最

制

瞳

恥

む

一

ナ

る

留

金

を

返

す

こ

と

に

な

主

一

を

お

聞

か

せ

下

さ

い

・

-一
-
A
Z司
-

一

i
;

一
す
か
ら
、
乙
れ
が
順
闘
に
行
わ
れ
る
一
(
答
)
防
火
地
稽
に
つ
い
て
は
、
程

二
(
答
)
昭
和
二
十
五
年
定
か
ら
二
十
一
様
特
に
御
協
力
願
い
ま
す

.~J一

ξ
処
置
習
を
経
て
富
寝
省
に
廟
鱒
レ
、

て

い

る

で

し

ょ

品

、

お

聞

か

苓

さ

一

九

年

度

ま

で

記

事

、

二

十

九

年

ま

-

主

主

叩

襲

撃

長

票

読

負

一

，

・

2
1
t
-
'
L
'・
・

守

一

込

み

で

す

.

(

答

)

昭

和

二

十

八

若

葉

と

し

一

第

一

期

翼

線

l
'
U

一

(gg益

事

所

、

ま

、

-

一

-

一

市

色

宋

棟

、

建

襲

探

)

同
一
〔
問
)
第
一
一
期
五
ヶ
年
酌
薗
終
了
後
の
一
か
、
一
旗
け
な
か
っ
た
区
減
は
と
つ
な
-
的
ニ

ー
、
四
日
町
と
官
、
萩
町

j
j
M
V援
せ

る

号

、

町

の

美

夜

幻

即

時

J
訪
問
一
特
に
御
注
意

2
、
員
町
、
中
川
盟
名
一
部
一
塁
、
重
姿
毒
に
必
要
最
一
天
川
町
な
ど
は
と
つ
な
D
ま
す
か
・

‘
一

一

糠

い

た

い

こ

と

3
、
八
間
道
路
(
脅
万
霊
h
u
v

一
め
ら
れ
る
も
の
は
、
壁
面
に
と
れ
一
割
)
ζ
の
里
に
つ
い
て
は
新
町
一

F
E
t
-
-

賀

町

、

柑

屋

町

一

を

事

あ

げ

る

と

さ

dw間
施
行
一
天
川
町
ば
宮
で
な
く
、
郵
便
局
本
一
(
問
)
欝
裏
随
行
語
っ
て
、
開

4
、

需

産

一

し

道

路

の

鏑

袋

、

五

ζ
れ

に

一

界

最

塁

る

道

管

室

一

言

E
て

一

般

民

主

義

が
主
な
る
予
定
で
す
。
一
目
髄
ず
る
駿
備
を
昭
和
一
平
年
齢
一
冬
、
と
れ
ら
も
追
っ
て
警
告
一
ぃ
ζ
と
、
注
意
し
て
頂
ぎ
た
い
ζ

品

(
問
)
第
一
室
ケ
審
図
と
い
う
ζ

一
五
ヶ
年
計
画
と
し
て
行
う
ベ
〈
目
下
一
て
裂
に
、
従
来
の
都
市
富
霊
一
審
型
地
の

Z、
聖

葺

と
が
一
宮
わ
れ
ま
す
が
と
の
五
ケ
寄
闘
一
立
章
子
。
一
と
レ
て
議
し
た
い
品
っ
て
宮
一
幕
。
事
合
に
は
、
前
震
蓬

は
、
い
つ
か
ら
始
ま
っ
て
、
い
つ
終
了
一
(
問
)
ζ
の

都

針

案

接

争

被

災

区

一

妻

。

一

興

事

所

へ

属

惇

」

頂

か

な

い

と

、

ず
る
予
定
に
な
っ
て
い
法
す
か
。
一
成
に
対
し
百
行
わ
れ
て
い
る
き
で
す
一
(
問
)
都
市
首
長
商
業
語
と
か
一
土
地
の
襲
の
陪
に
議
の
撃
に

補
償
金
が
滋
付
さ
を
す
か
ら
特
に

御
注
意
下
さ
い
。

@
家
屋
の
建
築
に
き
ず
ほ
、
産

前
橋
戦
災
復
興
事
務
所
の
図
闘
を
御

園
障
の
上
計
画
し
て
下
さ
い
・

@
主
地
の
換
地
に
門
戸
い
て
は
-
一
畑
一

御
一
地
却
が
お
手
元
に
扇
い
て
い
る
億
一

ま

、

震

に

幸

福

選

あ
h
u
ま
す
故
、
時
に
は
脱
漏
す
る
母

と
も
あ
h
u
ま
す
の
で
、
よ
〈
確
関
舟

闘
い
ま
す
。-

t
i円

。
去
刷
、
家
屋
の
乙
と
で
お
刑
川
崎

な
ら
な
い
時
は
、
御
諮
慮
な
〈
前
柵

戦
災
復
興
事
務
所
へ
お
出
か
?
t

れ
ほ
、
御
続
朗
南
上
げ
ま
す
・

.‘ 

。

今
年
の
都
計
事
業

t

こ
れ
か
ら
の
計
画
は
?

圃』，、
--
% 

~ 
r!)TJm:市川町一番地

裕行主主編集人松田徳

成
人
の
日
に
成
年
祝
を
挙
行

喜

び

の

該

嘗

者

に

記

念

バ

ッ

ジ

贈

呈

:-一

-
前
橋
市
、
前
橋
市
教
育
委
員
会
で
は
附
石
誌
と
υて
該
当
者
に
駒
田
昌
ず
る
こ
と
一
間
蜜
パ
N
V
ジ
府
星

P
九
五
八
年
一
月
百
か
ら
同
年
二
月
=
こ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
翼
の
次
第
は
次
市
長
後
拶
(
前
向
市
長
)

岳
山
刊
一
土
日
ま
で
に
盆
れ
た
前
向
市
在
住
の
一
の
一ず
で
首
接
当
者
の
審
議
一
祝
辞
(
驚
県
知
話
各
界
袋
)

計

一

成

妥

当

者

の

前

警

審

議

す

る

一

望

習

を

一

審

(

核

当

者

袋

男

女

)

諸
問
一

E、
一
月
十
五
日
の
「
突
の
日
」
一
@
日
時
一
月
十
五
日
午
前
穴
時
半
一
審
(
核
当
者
父
母
豊

富
側
新
一
議
レ
て
第
五
回
前
橋
市
成
年
蹴
義
一
よ
D
存

午

前

九

時

要

一

塁

審

出

宅

一

育

会

館

暴

行

レ

手

。

今

年

度

の

骸

亘

書

教

育

審

掌

一

(

前

需

事

責

会

議

員

長

)

即
時
t
一
当
者
は
一
八
九
九
名
で
そ
の
う
ち
男
λ
一

関

式

宣

言

一

な

お

式

典

終

了

後

映

画

を

上

映

い

た

レ

引
L
O九
委

一

究

室

で

宇

今

年

は

一

(

前

向

市

警

責

義

裏

長

)

一

警

告

書

責

会

)

防
甥
円
一
隅
開
花
を
あ
し
ら
っ
た
笑
し
い
パ

X
ン
を
一
銭
拶
(
前
橋
市
教
育
委
員
会
委
員
長
)

E

行

刷
錆
続
印

今
月
の
納
税

一
月
は
市
民
税
第
四
期
の
納
期
で
ナ
。

納
期
日
は
月
末
ま
で

s
ナ
か
ら
ぜ
ひ

b
納
め
下
さ
い
。

-、司
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解 38競

今
年
の
都
計
事
業
企

こ
れ
か
ら
の
計
画
は
?

報

工
業
地
鰐
よ
か
支
出
来
る
の
で
し

か
-

(
答
)
戦
災
復
興
事
熊
井
ほ

担
L

商
業
地
域
、
工
業
地
滅
、
住
宅
地
域

e

を
指
定
レ
て
都
市
の
健
全
な
る
務
践

を
促
進
す
る
ζ
と
に
な
っ
て
暦
huま

独
立
後
最
初
の
め
で
た
い
新
年
を
恕
ぇ
、
本
市
が
盆
k
発
展
レ
つ
』
あ
D
ま
ナ
乙
一
す
。

と
は
、

ま
こ
と
に
苦

し
い
こ
と
で
す
が
、
終
戦
以
来
七
チ
品
、
あ
の
惨
た
ん
一
(
厚
相
許
施
写
震
域
内
に
、
昇

た
る
熊
幸

、
今
は
戦
災
語
辞

事
の
施
行
に
ま
、
目
に
日
に
面
白
を
あ
五
か
ら
一家
そ
建
築
す
る
時
に
、
左
ん
な

『
ら
た
め
、
…
世
鰐
数
一
一
一
一
、
一
七
六
、
人
口
男
四
九
、
一
一
一
六
一
一
、
女
玉
三
、
六
一
五

一注

意

が

必

要

で

す

か

。

一

計一

O
二
、
九
七
七
入
(
昨
年
十
二
月
一
日
現
在
調
査
)
を
算
し
、
高
君
主
(
空
前
聞
の
地
器
産
量
速

一

設
を
は
じ
め
長
室
、
下
水
道
の
布
語
い
ろ
く
な
大
事
業
主
目
一
に
よ
る
換
昔
、
著

書

一

て
容
ま
す
の
で
、
宮

在

行
わ
れ
て
い
る
都
市
計
画
事
業
が
、
今
後
ど
っ
進

一

宮
建
築
に
蓄
し

5量

一

め
ら
れ
て
行
く
か
に
つ
い
て
、
市
土
木
課
欝
係
及
び
前
議
災
復
興
事
扮
喜

一

信

濃

益

還

符

お

議

ι

に

つ

い

て

た

ず

ね

て

み

決

し

た

。

一

下

さ

い

.

一

(
t
j
i〈
〈
(
(〈

(
(j
〉
〉

)
i
t
j
J
}
}
}
)t
一
(
問
)
先
頃
広
報
に
も
出
ま
し
た
が
、

-

f
'
l
h

-

一
で
じ
終
ら
な
い
と
折
角
国
か
ら
支
出

一防
火
地
帯
に
つ
い
て
、
そ
の
後
の
献
混

一

組
瞳
恥

U

一
ず
る
稲
助
金
を
返
す
乙
と
に
な
hu
ま
一を
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

一

-一
-
A
=司

一

一

圃

i
;

一
す
か
ら
、
こ
れ
が
順
調
に
行
わ
れ
る

一

(
答
)
防
府
浴
槽
に
つ
い
て
は
、
程
一

二
(
答
)
昭
和
二
十
五
年
足
か
ら
二
十
一
様
特
に
御
協
力
綴
い
ま
す
。

人
ニ
ミ
知
事
を
経
て
建
殻
省
に
申
請
レ
、
一

進
め
ら
れ
、
市
内
の
面
白
を
一
新
さ
れ
一
て
い
る
で
し
ょ
っ
か
、
お
聞
か
廿
下
さ
一
九
重
ま
で
立
す
が
、
二
十
九
雲

-

‘

一
今
宮
襲
撃
主
国
一
訳
さ
れ
免

一

て
お
皇
す
こ
と
は
、
喜
ば
し
い
ζ

と

一

ぃ

。

一

Z
-
n
s
'
t，
P
Zみ

で
す
.

一

で
す
が
、
と
の
官
事
業
は
、
現
一
(
答
)
第
二
十
八
年
の
事
業
と
し
一

舞

-

期

事

業

終

了

鎗

ω
一
(
本
間
の
震
災
襲
警
所
、一

一

て

は

、

一

-

一

市

土

木

課

、

建

築

課

)

戸

在
ま
で
に
ど
の
位
進
ん
だ
で
し
主
ジ
竺

一
{
問
)
第
、Z
期
五
・
庁
舎
前
園
終
了
後
の
一
が
、
跨
げ
な
か
っ
た
区
協
は
と
つ
な
h

と

『

(
答
)
第
一
期
予
言
事
業
の
一

1
、

間
町
と
市
町
話
題
取

一
方

針

宇

一

手

か

。

例

え

ば

片

品

、
中
川
町
は
一

寺

こ

御

注

意

一

分
、
約
六
十
二
%
進
ん
で
屑
h

年
す
一

一

(
答
)
隣
接
せ
る
地
域
で
、
町
の
美
一
被
焚
区
域
で
す
が
、
を
の
演
の
新
町
、‘
一

一

(
間
)
そ
れ
で
は
、
昭
和
二
十
八
年
の
一

2
、
片
品
、
用
車
名
一
部
一
観
上
、
護
保
安
時
に
必
要
喜
一
天
川
町
な
ど
は
雪
若
手
合

一
一

一

槻

い

た

い

こ

と

一

I
l
l
i
-
-ー
よ

そ

八

悪

質

久

警

警

ε一
め
ら
れ
る
も
の
は
、
優
簡
に
乙
れ
一
(
答
)
乙
の
望
に
つ
い
て
は
富
一

-z

一

一

語

、

運

町

一

を

す

あ

げ

る

と

き

、

従

来

施

行

一

天

川
震
か
り
で
な
く
、
郵
便
局
本
一

(問
)
都
計
事
議
行
に
当
っ
て
、
将

一

第
三
十
八
涜

7、
議

川

喜

一

し

運

営

妻

、

そ

の

他

乙

れ

に

一

聞

か

皇

室

る

道

路

孝

つ

重

一
に
当
局
と
て
一

E
主
主

畳
一
室
な
る
予
定
で
す
。
一
附
随
す
る
整
備
を
昭
和
一
ニ
十
年
以
降
一
名
、
伝
言
追
っ
て
す
ト
互
い
こ
と
、
注
意
し
て
室
長
白
川
同

一

絃
一
(
問
)
第
一
翌
年
計
聞
と
い
う
と
一
五
ヶ
年
計
聞
と
し
て
行
う
を
早
一
員
整
、
従
来
の
響
言
葉
一

g
聖

地

の

章

、

智

章

一

徳
一

と
が一
E
わ

れ

ま

す

が

と

の

五

ヶ

年

計

画

一

立

苦

手

。

一

と
し
て
実
施
し
た
い
品
っ
て
号
一
寿
長
場
合
に
は
、
前

震

益

一

棚
田

一
は
、
い
つ
か
ら
始
ま
っ
て
、
右
手

一
(
問
)
こ
の
都
針
案
は
戦
争
俊
章
一
要
。

一

興
事
務
所
員
U
て
頂
か
な
い
と
、一

一
公

一
ず
る
予
定
に
な
っ
て
い
ま
手
。

一減
員
し
て
行
わ
れ
て
い
る
き
で
す
一
(
巴
警
計
画
に
は
裏
地
帯
主

一

土
地
の
精
算
の
時
に
従
前
の
地
主
に

一

刊

一

i
l
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
l
l
1
1
1
1
1
1

一
種
参
混
付
さ
れ
季
世
起
こ

刑
人
一

&
t
-
〉

晶

t
i
F
?
:
L
i
-
-
r

一
塁
態
下
さ
い
。

戸

空

戚

人

の

日

に

戚

年

間

を

挙

行

@
家
屋
の
建
築
に
当
言
、
学

「

義

一

:

、

ー

一
前
震
災
復
興
事
所
の
層
高

一

一

桁
一

喜

び

の

該

賞

者

に

記

念

ノ

ツ

ジ

贈

呈

一
警
告
で
て
下
さ
い

。

一

一前
橋
市
、
前
橋
市
教
育
委
員
会
話
昭

一
翼

E
て

該

当

者

に

霊

す

る

と

と

石

室

バ

ッ

ジ

量

一

@
志
の
還
に
つ
い
て
は
、
一
旦

，

d
湘
一利
八
竺
月
百
か
ら
同
年
十
二
月
一一二

に
な
っ
て
い
事
。
税
法
次
第
袋
一
市
長
拶
(
前
内
市
長
)
一
理
課
お
き
お
に
届
い
て
い
る

主

t
-十一
日
ま
で
に
生
れ
た
前
日
市
在
住
の

一
の
す
で
当
日
は
警
宮
参
加
喜

一
祝
辞
(
驚
県
知
議
案
袋
二
で
す
が
、
雰

に

皇

家

霊

で

一

ー
一
宮
唐
十
該
当
者
の
前
途
を
耐
震
防
ず
る
一
望
君
主

一
筆
(
該
当
者
室
男
女
)

一
号
ま
す
故
、
時
に
は
脱
漏
す
る
こ

一

議

積

一
審

、
一
月
十
五
日
の
草
人
の
日
」

一
@
臼
時
一
月
十
五
日
午
前
八
壁

一審

(

骸

義

父

母

袋

)

一
と
も
あ
D
ま
す
の
で
、
ょ
ぐ
絡
ま
-

h
新
一
を
期
し
て
第
五
副
前
橋
市
成
年
理
教

一

音

書

午

前

九

時

開

式

一

閉

式

按

拶

一

際

い

ま

す

。

一

ば
毛
一
育
会
館
選
管
手
。
今
年
度
の
該

亘

書

教

育

会

語

掌

一

首

語

教

務

責

会

議

員

長

)

一

自主
地
、
家
屋
の
ζ
と
で
お
判

D
F

則
前
よ

一
当
者
は
一
八
九
九
名
芝
の
主
男
八

一
望

書

;
一
な
お
式
典
終
了
後
映
画
を
上
映
い
ち
一
な
在
民
晴
、
富

摩

同

議

:
L
o
老
主
O
九
O
名
実
今
年
は
一

(前
橋
市
教
育
委
員
会
教
習
謀
長
二
塁
戸
市
著
書
会
)
〓
塾
の
際
病
気
一
。
寝
到
。
富
け

事

聞

を

あ

し

ら

っ

た

ぞ
い
パ

ツ

ジ

竺

挨

拶

〈

前

橋

市

教

育

賞

会

費

喜

一

生

て

引

く

よ

う

希

望

じ

ま

す

。

苔

蓄

¥
一

行

欄

I
l
l
i
t
-
-
1
1
1
I
l
l
i
t
-
-
l
i
l
i
-
-と
れ

一不
話
番
で
、
就
学
理
の
議
の
場

炉

、

l
l
:

一

月

は

市

民

党

雪

3塾
長

一合

握
、
書

目

、
一
照
交
通

、I
・，、，

h
唱

J
t
T
H
i
l
-
-」

4
d注
射
摂

TJZ、
そ
の
後
の
陽

一れ
て
馨
蕩
へ
お
出
掛
け
下
さ
ゑ
籍

企
1
F円
7
r
J
M脚
内
陸
M
M
P旧
民

一

勧

堂

入
、
宮
そ
の
他
の
巽
町
に
つ
い
て
は
↑
宗
と

ま
す
よ
布
教
室
員
会
v

d

l

J

〈

4
H司割
高

校

を

き

す
る
一市
役
所
市
量
(
盟
蹄
分
雪

量

一

《毎月 4 何一回格符ヲ

第

-
期

約
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た
地
代
家
賃
の
統
制
額
事
」
け
一
村
山
h

日村山一日

一
と
な
hu
、
一
か
月
の
純
家
賃
は
四
二
五

れ

地

代

家

賃

の

厨

白

怜

怜

持

以

拘

明

一

円

5
2、
製
針
口

さ

特

筆

の

統

制

票

、

一

品

E
×ト
H
g

一
を
合
計
レ
否
認
歪
で
あ
っ
た
の
一
警
に
池
宮
翼
手
。
で
す
か
ら

E
十
ご
月
四
島
襲
重
口
一

M
g

一
を
、
と
ん
ど
の
改
正
に
よ
b
需
品
一
と
の
主
地
の
話
会
主
万
円
で
あ

E
一
嘉
一
四
一
八
号
に
よ
こ

3ア
か
ら
、
仮
に
需
品
玉
一
に
去
の
三
・
七
を
?
?
と
一
る
と
す
れ
ば
、
右
の
四
二
五
円
の
襲

伝
、
改
正
さ
れ
、
同
月
一
自
主
万
円
と
志
望
包
の
地
接
一
五

一
葬
に
二
四
円
を
季
五
苦
審
一

凶

暴

に

2
5・

一
白
と

-B530次
に
一

針
レ
空
襲
貨
と
す
る
こ
と
に
改
一

鐙
に
常
一
五
O
円

安

芸

七

五

三
芝
の
改
正
に
よ
る
と
、
一
家
賃
角
曹
は
、
そ
の
建
物
だ
、
一

b
hち

も
ん
。
望
室
長
男
一
円
が
一
貨
の
警
と
な
D
家
宅
但

地

代

ハ

最

低

、

集

部

郷

土

け

の

蓄

2
3場

合
ど
に
一
格
五
万
円
暴
露
の
家
と
ず
る
一
し
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
三
十
日

G

E
Zの

二

・

こ

を

害

て

得

議

一

間

ま

、

純

家

穫

量

領

土

と

一

止

統

制

関

委

可

統

制

限

客

度

の

1
3
山
崎
あ
っ
光
の
が
、
千
分
の
一
一
一
を
乗
じ
て
一
格
に
千
八
室
一
を
乗
じ
ず
品
停
を
と
一更

一

:

一

改

正

に

よ
り
算
出
レ
誌
を
超
え
る
と

艶

T
聞

に

ま

ら

れ

、

聖

一

に

襲

に

三

円

を

季

五

苦

と

一

切

0

・

5
×叫鉱
H-g(
と

F

き
は
、
そ
の
賃
貸
の
条
件
案
提
前

回
-

閏月

命
双
葉
書
η
ツ

ヨ

サ

交

ふ
劇
Z
屈
タ
虫
記
ι
e
f
t
-
r
E
E
r

，4E
4
4
ι

O
i
-
-
検

察

審

査

員

珠

定

候

補

者

の

固

定

資

産

税

軽

減

ほ

0
・

;

拍

畿

が

近

く

行

わ

れ

ま

す

一

昭

和

廿

七

年

以

後

の
分

に

適

用

今
月
接
審
議
苦
候
補
者
の
抽
一
合
一
見
す
る
制
度
が
検
察
審
一
家
露
出
さ
れ
た
右
の
名
簿
量
一
十
五
坪
早
の
個
人
住
宅
の
霊
童
昭
和
二
十
七
年
長
名
雪
手
か

せ
ん
が
行
わ
れ
ま
事
、
義
塞
寅
一

E

a
寒
壱
、
と
の
重
一
い
て
、
毎
年
四
国
ク
ジ
に
よ
っ
て
検
一
義
減
に
つ
い
て
は
、
専
に
お
智
一
ら
、
訂
正
奴
レ
ま
す
。
叉
固
定
資
霊

長
、

isを
す
る
人
で
レ
一
定
、
守
覇
所
在
地
方
覇
所
一
探
査
(
任
期
六
ヶ
月
)
喜
一
せ
し
た
害
、
昭
和
二
十
一

2一
は
毎
年
一
月
百
審
議
裂
し
ま

よ
率
。
李
震
補
者
の
拍
せ
ん
と
一
支
部
の

FFb官
民

、

三

の

一

一

と

あ

D
法
し
た
の
は
昭
和
二
十
七
年
二
ナ
宮
、
昭
和
二
十
七
年
に
寵
さ
れ

い

8は、
E
Bフと
と

2Eい
一
審
査
会
平
一
人
の
響
責
か
ら
成
D
一
順
序
に
な
っ
て
い
手
。
一
月
一
一
日
か
ら
昭
和
三
十
年
一
月
百
ま
一
募
除
、
実
際
は
昭
和
二
丈
年
度
の

ま
ナ
と
、

の

一

立

つ

て

い

ま

す

三

皇

賞

は

一

で

す

か
ら
、
最
初
予
震
補
者
福
ば
一
で
の
問
に
霊
さ
れ
ま
の
ピ
普
段
一
語
分
か
ら
隠
滅
さ
れ
る
と
と
に
な
h
u

検

察

審

貰

は

、

百

に

一
貝
議
室
法
に
よ
D
調
製
し
基
本
一
れ
た
人
は
ク
ジ
次
第
重
責
の
量
一
初
の
一
一
一
年
度
分
の
皇
賞
襲
に
つ
一
ま
す
。
府
警
続
に
つ
い
て
は
市
役
所

一
宮
う
長
察
官
の
仕
一
翠
入
名
簿
握
露
さ
れ
喜
の
申
一
に
溜
ば
れ
る
と
ま
苦
手
の
で
、
一
い
て
、
議
の
二
分
の
一
震
を
義
一
税
務
課
長
問
合
せ
下
さ
い
。

容
の
や
b
方

薬

事

る

お

息

役
と
一
か
ら
市
町
村
選
挙
管
理
責
会
で
ク
一
察
審
査

Eて
の

一

ナ

る

も

の

で

、

宮

昭

和

二

十

一

章

一

(

嘉

源

)

も
云
う
べ
き
入
手
。
壁
新
警
に
一
言
よ
っ
て
検
察
審
責
の
矛
震
一

1
l
B
i
l
l
i
-
-
I
l
l
1
1
I
l
l
i
t
-
-ー

l
B
i
l
l
i
-
-

よ
っ
て
、
わ
が
国
は
民
主
国
家
長
塚
b
一
補
者
を
適
ぴ
、
そ
の
予
定
院
補
者
中
一

ぷ九
当時れ河村竹内向日
一
路
開
設
諮
問
町
村
一
供
米
二
千
三
百
石
ト
一
丸
協

4
の
で
ナ
宮
、
ハ
査
の
仕
事
の
や
と
を
適
び
、
豪
言
語
を
作
製
一
本
市
の
本
年
度
震
米
供
出
創
設
、
二
、
一
五
二
石
蓄
を
た
が
、
専
で
お
知
ら
せ
の
通
茎
震
家
の
方
々
の
憤

'
~
芳
は
、
常
に
国
民
の
監
臓
を
受
け
て
い
一
レ
て
裁
判
所
の
検
察

審

査

会

に

提

出

一

』

，
J

け
で
す
。
と
の
震
で
息
倹

了

ま

す

・

一

鶴
岡
野
に
ま
、

十

一

月

中

堅

量

管

臨

調

塁

、

活

一

一

古

里

一

↑

、

ぷ

去

百

F
K
-

マ

-
察

官

官

事

の

す

事

一
@
ず
る
長
審
査
会
議
、
各
市
町
一
対
す
る
一
一
一
色
と
い
う
極
め
て
良
好
な
成
績
を

5さ
と

を

、

割

引

寸

法

す

L
Esti--

/ 
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戦
傷
病
者
遺
家
族
の

遺
族
年
金
及
び
弔
慰
金

本
市
に
於
け
る
請
求
と
交
付
の
欣
売

昨
年
四
用
捨
さ
れ
諺
穆
病
者
温
族
一
知
曾
及
弔
問
霊
(
国
債
)
を
受
領
し
主
導
U
再
三
、
該
当
者
に
対
し
て
選
挙

護
法
に
裂
く
遁
族
年
金
及
弔
慰
金
の
一
者
は
七
七
八
名
に
及
び
前
記
申
速
を
終

一世
間
委
員
る
さ
円
稲
闘
い
し
て
委

踏
求
に
つ
い
て
は
同
年
七
月
以
降
市
で
一
っ
た
者
に
づ
い
て
は
裁
定
岡
田
に
於
て
も
一
し
た
が
、
未
だ
南
隠
さ
れ
な
い
人
が
約

は
鋭
意
単
務
の
浪
捗
に
つ
と
め
て
一
来
ま
一
概
力
事
務
処
理
を
進
め
て
い
る

P
C乙
一
一
一
五
O
名
あ
hu
ま
す
の
で
、
と
れ
ら
の

=
し
た
が
、
本
市
に
於
ア
ほ
士
一
月
一
干
一
と
で
あ
D
、
本
市
に
於
て
も
裁
定
温
知
一

λ-R
も
、
折
角
の
権
利
を
放
棄
す
る
と

=
日
現
在
に
於
て
精
求
資
格
予
7
4唱
、
一
の
あ
タ
次
第
そ
の
翌
日
収
温
族
の
手
許
一
と
な
〈
、
一
面
事
務
整
理
の
関
係
も
あ

官
一
一
一
、
二
O
O
件
の
う
ち
、
既
に
間
軍
関
一
に
崩
〈
様
、
処
理
を
愈
い
で
い
ま
す
。
一
hu
ま
ず
か
ら
、
早
急
に
必
要
な
手
続
を

恥

山
一
係
一
二
五
六
四
件
、
続
軍
関
係
三
六
九
一
な
お
と
の
遁
族
年
金
及
び
弔
慰
金
の
諮
一
執
ら
れ
法
ナ
様
、
買
ね
て
お
願
い
致
し

酬

}
一
件
、
会
計
一
‘
九
-
一
三
存
の
申
速
や
終
的
U

一
求
は
、
あ
〈
迄
本
人
の
申
椅
で
あ
れ
U

、一

ま
す
。

s

二

一

と

の

之

裁

憲

章

年

皇

室

長

著

E工
事

を

一戸一

(
厚
生
課
)

主2

¥ 

納
税
貯
蓄
満
会
へ
、

金
戸
加
入
し
ま
し
ょ
う

/ 

の
通
り
鋸
置
く
も
の
と
さ
れ
ま
ナ
。
な
一

，

お
昭
和
二
十
七
年
の
税
関
が
二
一
十
六
一

1・

年
度
よ
h
u
高
額
の
湯
合
は
、
一
一
十
八
年
一

l
h
Z
S
I
f
t
q
a
a
s
v
i
?
t
J
t
，l
，岨

=
一
同
月
三
十
一
日
去
で
は
、
そ
の
葬
一
関
の
↓

7
一絡
を
A
(
前
一
訟
の
一
八
五
月
)
に
一

加
算
さ
れ
る

Eに
苦

手

。

を

)

吋

の
統
制
額
は
届
出
あ
る
地
杓
及
ひ
家
賃
}

に
の
み
沼
周
さ
れ
ま
ず
か
ら
、
地
代
家
占

館
周
密
の
提
出
な
き
貸
主
は
、
苓
一念
抱

一

代
家
賃
届
轡
そ
市
商
工
課
(
闘
愉
町
分
一
-

塗
)
に
提
出
レ
て
下
さ
い
。
不
問
の
点
一
『

は
商
工
課
へ
お
間
合
ザ
阪
い
去
す
。
一

J

(
商
工
諌
)
一
ー
一

H
H
H
H
H
H
H
UH
リ
|τ

一

串
テ
。
し
か
し
な
が
ら
時
間
一
僚
経
否
E
弓
q

伏
別
に
法
律
の
特
別
な
知
献
を
き
さ

て
い
る
と
と
を
必
要
介
じ
ま
せ
ん
。
一
」
一

た
だ
祖
国
十品川の
一常
識
が
あ
れ
ば
充
分
で

一
ニ

ナ

。

一

一

@
そ
れ
か
ら
時
間
袋
容
資
員
同
級
務
h
じ

一
一

て
出
頭
の
義
務
、
何
容
の
務
務
、
秘
一
一

密
売
守
る
務
務
等
が
あ
hu
ます。

一
一

@
な
お
検
察
審
査
会
は
俄
擦
問
の
事
務
』
一

改
善
婚
に
関
レ
、
京
見
や
粍
訟
を
池
一

ア

霊
長
は
す
ナ
め
た

D
Zの
で
一
↑

あ
hu
ま
す
が
、
鮮
細
の
つ
い
ア
ほ
時
四
一

A

認
審
究
会
事
筋
局
執
は
市
町
村
の
選

一

挙
管
理
委
員
会
へ
お
轡
ね
下
さ
い
。

一

〔
前
向
車
窓
管
理
奮
さ
一
一

J色

‘・・・・・

，
、
定
与
え
や
、
仕
め
に
つ
い

i

i
令

t
4
f
て
お
知
ら
せ
す
る
と

次
の
通
hu
で
す
。

⑩
検
波
審
査
会
の
主
な
仕
事
は
、
検
察

官
が
あ
る
事
件
に
つ
い
ず
み
鞘
所
に

対
レ
て
そ
の
犯
人
の
処
罰
を
求
め
な

か
っ
た
と
き
、
県
レ
て
、
そ
の
よ
う

な
寂
縫
い
を
レ
た
と
h
h
か
正
レ
い
か

菩
コ
か
を
証
拠
を
調
べ
て
判
断
し
、

ζ
れ
を
機
事
正
に
通
知
し
て
再
考
を

求
め
る
と
と
で
す
。
い
わ
ば
隙
察
官
，

に
対
レ
て
お
目
付
役
の
仕
事
を
す
る

も
の
と
言
え
ば
判
b
易
い
と
甲
山
い
ま

す
。
そ
レ
て
時
間
袋
容
脊
一
買
が
と
の
仕

事
を
ナ
る
に
当
っ
て
は
何
人
の
さ
レ

ず
も
高
』け
JT
、
会
〈
独
立
し
て
行
い

断
一
日
叫
個
人
住
宅
の

上~ τ吋」副鞠~- ， 

-
主
憾
の
下
に
、
一
月
十
七
日
か
ら
二
月
一
初
税
貯

FI刷
会
補
助
金
の
増
閥
、
そ
一
か
、
新
組
合
一

O
O
悶
合
押
立
、
組

一
三
十
八
日
ま

で

の

期

間

「

納

税

車

道

一

の

他

徳

一

藷

強

一

貧

玉

、

8
2の
謀
、
な
お
組

一
合
股
立
糟
強
選
鋤
」
を
行
い
、
期
間
中
一
に
つ
い
て
也
禍
闘
を
は
か
る
包
と
に
な
一
合
へ
の
全
戸
加
入
を
目
標
に
推
し
巡
ゐ

一
関
係
者
(
一
月
中
)
讐
の
上
抽
港
建
一
っ
て
い
ま
す
。
碧
市
内
に
墜
さ
h
一
守
憶
が
今
留
軍
事
D
ま
す
か
b

-
t』
t
E
f
g
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3
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i
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た
地
代
家
賃
の
統
制
額

れ

地

代

家

賃

の

届

出

あ

何

者

に

一
子
凡

ゃ

f

習字
B
F
S
g畠
a
E
a
-
-
F
E
Z
'
'
1一E
，Fデ

会
、

民

警

の

統

制

票

、
一
鴇
岡
宮
前
×
い
け

H
比

ua
一
塁
岳
レ
た
の
が
菱
自
で
あ
ロ
た
の

晶

二

士
一
月
四
日
付
磁
器
昆
口

Eと

一
を
、
と
ん
ど
の
改
正
に
よ
hu
際
備
え
格

E
一
議
一
四
一
八
号
に
よ
D
一
で
あ
b
享

色

、

磨

署

重

一

に

千

差

一

一

・
七
を
乗
じ
て
安

A
と

ら
v、
改
正
さ
れ
、
同
月
一
回
か
一

万
円
と
ナ
れ
ほ
一
か
舟
の
地
山
内
は
一
五
一
延
一
昨
に
二
四
円
を
乗
じ
て
得
た
B
を
合

昔

〉
長
悩
に
音
色
花
。
一
自
主
品
定
に
苦
手
。
次
に
一
計
し
高
議
室
と
す
る
ζ
と
に
改

2
8改
正
に
よ
る
と
、
一

家

賃

ハ
月
額
語
、
そ
の
霧
だ
一
め
ら
れ
ま
し
た
。
雪
今
仮
に
富
え

地
代
目
一
言
、
従
来
語
こ
け
の
要
望
、
土
地
付
の
吏

E
に
一
望
書
道
主
宰
の
家
と
す
る

格
に
ヰ
ム
分
の
こ
・
こ
を
乗
じ
て
停
車
一
別
れ
ま
す
が
、
思
議
躍
的
来
際
個
々
一

と

で
あ
っ
た
の
が
、
干
分
の
一
一
一
を
乗
じ
て
一
絡
に
千
円
安
立
石
乗
じ
ず
得
た
A
と
豆

、
3
3
〉
〈
日
・吋

l

i
九
〉

得
た
阪
に
改
め
ら
れ
、
即
ち
一
に
沼
山
叶
に
二
一
円
を
乗
じ
て
問
主
B
と
一
2
・
2
C〉
叫
d
qu
i
-
Ep
b
、

鍔 38甥

円
で
あ
D止
百

d
f
・，

は
之
に
地
杓
を
加
え
ま
ナ
。
-マ
4

・B3
p
-
h考
S
生
場
事
S
E
t
h-s

，t
'
・

3

と
の
土
地
の
際
慣
々
格
が
玄
万
円
官

る
と
す
れ
ば
、
有
の
四
二
五
円
の
純
家

何
日
に
地
代
一
五
円
肖
を
加
え
た
五
七
五
一
に
の

F
-
i
?量
管
ヲ
か
F

E

円
が
一
ヶ
月
の
家
目
と
な
h
p
ま
す
。
但
一
行
凶
作
の
挺
問
な
注
貸
主
ば
、
お
然
地

し
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
一
一
一
十
日
の
伊
一
代
家
臼
問
料
そ
前
商
工
諜
(
則
的
町
分

止
統
制
断
、
父
は
認
可
統
制
阪
が
今
度
の

一
家
)
に
提
出
し
て
下
さ
い
。
不
問
の
点

改
正
に
よ
り
算
出
し
た
傾
を
畑
山
え
る
と
一
は
商
工
課
へ
お
間
合
廿
闘
い
Fe
ナ。

き
は
、
そ
の
日
μ
貸
の
条
件
と
共
に
従
前

一

(
商
工
課
)

一
、
、

車
与

え
や
、
仕
事
に
つ
い
一
手
。
し
か
し
な
が
ら
検
察
官

一

川

事

-

て
お
知
ら
せ
す
る
と
一
は
別
に
撃
の
特
別
な
初
出
を
も
っ

一
次
の
通
り
で
す
。
一
て
い
る
と
之
を
応
一
段
と
レ
法
吋
ん
。

一
寝
室
芸
の
主
な
仕
事
は
、
義
一
義
笹
川
の
認
が
あ
れ
ほ
穿
で

官
が
あ
る
単
に
つ
い
定
的
判
官
一
ず
。

対
し
て
そ
の
犯
人
の
処
耐
を
攻
め
な
一

@
そ
れ
か
ら
隙
総
務
脊
品
川
前
務

t
u

か
っ
た
き
、
来
し
て
、
そ
の
よ
う
一
て
患
の
議
、
代
昨
日
の
謡
、
秘

な
取
扱
い
を
し
た
こ
と
が
疋
レ
い
か
一
密
売
守
る
義
務
停
が
あ
D
交す。

主
主
を
証
拠
を
調
べ
て
判
断
し
、
一

@
な
お
時
四
一
狭
山
密
資
会
は
襲
磁
の
川
市
中
灼

乙
れ
を
時
間
事
正
に
遁
知
し
て
再
考
を
一
改
善
等
に
関
し
、
震
同
地
や
符
訟
や
辿

求
め
る
乙
と
で
す
。
い
わ
ば
時
間
開
r
d同
一
べ
た
り
叉
は
す
す
め
た
り
す
・み
の
で

に
対
レ
て
お
日
付
役
の
仕
事
を
す
る
一
あ
り
去
す
が
、
一
昨
細
の
つ
い
も
ほ
械

も
の
よ
吾
え
ば
判
り
易
い
b
r
思
い
ま
一
市
司
容
一
式
会
場
務
自
同
法
は
市
町
村
の
泡

ナ
。
そ
レ
て
険
策
総
可
民
が
と
の
仕
一
熱
何
H

斑
委
員
会
へ
お
吋
ね
下
持
い
。

山
引
を
す
る
に
当
つ
ず
ほ
何
人
の
さ
レ
一
(
前
一
川
市
迎
会
行
政
事
一
日
A
E
v

fJ
も
刊
い
け
.
了
、
会
一
ど
独
立
し
て
行
い

(毎刀一回一 白書苦符〉

戦
傷
病
者
遺
家
族
の

遺
族
年
金
及
び
弔
慰
金

本
市
に
於
け
る
請
求
と
交
付
の
欣
売

昨
年
内
月
公
初
完
れ
ザ
織
的
問
者
遺
族
一
知
特
及
弔
慰
金
(
閣
僚
)
を
反
領
し
た

一通
じ
再
三
、
核
当
者
に
対
し
て
筋
求
手

間
場
経
H
K
議
ふ
崖
年
金
及
弔
慰
金
の
一
者
は
七
七
八
名
に
及
び
前
記
府
警
]
終

一統
を
と
ら
れ
る
よ
い
温
闘
い
し
て
来
ま

ね
求
に
つ
い
て
は
同
年
七
月
以
降
市
で
一
っ
た
者
に
ヲ
い
て
は
裁
定
闘
に
於
て
も
一し
た
が
、
未
だ
申
諮
さ
れ
な
い
人
が
約

は
明
尚
一
民
一
明
坊
の
進
捗
に
つ
と
め
て
来
ま
一
一
同
力
事
務
処
容
を
進
め
て
い
る
止
の
こ
一
二
五
O
名
あ
hu
ま
す
の
で
、
と
れ
ら
の

し
た
が
、
李
巾
に
於
て
は
士
一
旦
干
一
と
で
あ
D
、
杢
巾
に
於
ず
き
裁
定
泊
知
一人
'
え
も
、
折
角
の
権
利
を
放
棄
す
る
と

臼
刷
慌
に
於
て
腐
求
資
格
予
定
者
、
一
の
あ
り
次
訴
そ
の
捌
出
回
収
遺
族
の
手
許

一・
ど
な
く
、
一
商
事
務
融
監
理
の
関
係
ち
易

一
て
ご
O
O
件
の
事
っ
ち
、
既
に
院
軍
関
-
に
崩
く
れ
胤
、
処
理
を
急
い
で
い
ま
す
。
一

iD
去
す
か
ら
、
早
急
に
w
U
要
な
手
続
を

係
一
、
五
六
四
件
、
車
関
係
三
六
九
な
お
こ
の
震
年
金
及
ひ
弔
慰
金
の
務
五
号
れ
享
段
、
電
ね
て
お
阪
い
致
し

件
、
合
計
一
‘
九
一
一
三
件
の

m遂
を
終
hu
一
求
は
、
あ
く
迄
本
人
の
申
訪
で
あ
D
、
一
ま
す
。

と
の
う
ち
、
必
定
を
受
け
年
金
必
定
雄
一
と
の
た
め
本
市

t
uて
も
陵
町
忙
員
等
を
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山
川
市
叫
個
人
住
宅
の

市T

検

察

官

の

日

付

役

0
・:
:検

察

審

査

員

務

定

候

補

者

の

一

固

定

資

産

税
軽
減
ほ

O
i
---抽
総

裁

が

近

く

行

わ

れ

ま

す

一

昭

和

廿

七

年

以

後

の

分

κ
適
用

問
川
崎
山
弓
判
的
一

監
硯
M
M

刊
誌
珪
刊
日
一
一
一
一
日
目
一
駐
日
日
時
間
山
山
一
同
日
以
刊
誌
肘
れ

と
は
、
ど
つ
い
在
室
す
る
入
で
し
一
議
、
地
方
裁
判
所
接
地
方
議
所
一
菜
室
(
任
期
六
か
月
)
選
ぶ
一
せ
し
た
閉
山
中
、
昭
和
二
十
一
年
以
一
は
何
年
一
川
一
号
判
官
厳
君
主

ょ

っ

か

。

叉

予

定

候

裂

の

抽

せ

ん

と

一

支

部

の

器

警

官

民

、

弓

の

一

と

あ

E
ー
し
た
の
協
和
二
主
主
一
ず
か
ら
、
昭
和
こ
七
議
足
羽
諸

い
つ
の
は
、
左
手
う
と
と
か
皇
い
一
審
空
軍
e

一

人

皇

賞

吉

野

一

順
序
に
な
っ
て
い

そ

」

呈
日
か
ら
富
一
一
十
年
一
月
百
法
一
募
は
、
返
信
和
一
一
十
八
年
度
の

手
と
、

の

一

立
っ
て
い
ま
す
。
と
の
待
費
は

一
で
す
宮
、
最
初
予
寝
室
に
震
官
庁
聞
に
同
盟
さ
れ
ま
の
に
脱
て
旦
議
会
長
滅
さ
れ
る
と
と
に
な
D

検

察

査

は

、
百
に
一

@
八
ム
選
蓄
に
よ
り
習
で
基
本
一
れ
た
人
は
ク
ジ
次
第
芸
部
員
の
員
一
初
の
一
一
一
芸
の
国
主
義
に
つ
一
ま
す
。

m
Zに

つ
い
て
は
市
役
所

一
曹
長
察
官
の
仕
一
道
義
人
名
簿
語
録
さ
れ
た
者
の
中
一
通
ば
れ
る
と
ま
苦
手
の
で
、
一
い
て
、
震
の
二
分
の
一
科
事
霊
一
税
務
課
長
問
会
下
さ
い
。

取
の
す
万
を
監
腕
ナ
る
首
謀
と一

宮

市

町
村
道
挙
管
理
室
会
で
ク
一
検
察
署
責

Eて
の

一

ナ

る

も

の

で

、

宮

昭

和

二

十

一

定

一

(

総

額

)

も
一
広
う
べ
き
人
で
す
。
即
ち
新
憲
法
に

一

?
に
よ
っ
て
検
察
審
責
の
予
長

一

1
1
li
l
i
l
i-
-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
l
i
l
i
-
-
-
-
--
-

よ
っ
て
、
わ
が
国
は
民
主
国
家
井
宏
b
一
繍
者
を
週
ぴ、

そ
の
予
官
篠
補
者
中
一

誌
が
凶
の
仕
事
を
し
て
い
る
の
は
一
欠
襲
警
警
レ
な
主

義

者

一

並

、

長

二

千

三

茸

百

一

二

%

ナ

ベ

て

日

5
55

一
に

2
5に

よ
っ
て
候
補
者
一

4
地
ニ
ョ
，

E
E
Zを
完

遂

の

手

か

ら

ベ

室

長

の
や
D
一

春

、
検
察
得
意
名
雪
作
製
一
本
市
の
本
年
炭
素
供
出
凶
器
、
二
、
一
五
二
石
で
あ
ち
た
が
、
患
で
お
知
ら
せ
の

E
Eの

交
の
樋

刀
は
、
併
に
川

M
の
監
腕
を
核
同
り
て
い
一
レ
て
裁
判
所
の
検
娯
箸
資
会
に
提
出一

る
わ
け
G
Y
.
と
の
震
で
闘
が
検

一

し

ま

す

.

一

隠
間
協
力
に
ま
、
士
月
中
堅
一

O
五
%
の
好
成
簡
を
宮
、
十
二
月
こ
十
日
課
豆
、
一
己
主
一
石
、
割
当
訟
に

は

川

市

の

や

り

喜

一

@
ず
る
品
目
世
界
窓
会
議
、
各
市
町

一
対
す
る
一
一
一
%
供
出
と
い
う
師
宮
て
良
好
な
成
筒
を
収
霊
し
た
こ
と
を
、
深
ぐ
感
謝
致
し
ま
。
(
農
政
課
)

晶
円
骨
厄
匂

T
信

富

国

且

』

P
-
a
b
-

-主
僚
の
下
に
、
一
月
十
七
日
か
ら
一
一
月
一
転
む
討
議
助
役
の
別
問
、
そ
一
か
、
話
会

O
O
例
代
二
、
回

創
潟
県
書
剰
a
E
《

一

ご
十
八
阻
害
の
期
間
「
懇
話
一

色
府
知

会

史

認

一

貧

玉

、

oo♀
の

袋

、

喜

劇

亀
‘

1

1

4

4

4

.

一

一

E
f
-
-
v'

、

一
合
設
立
精
強
事
」
を
行
い、
期
間
中
に
つ
雫
の
徹
民
営
は
か
る
と
と
に
な
一
合
へ
の
A

芦
加
入
を
同
僚
に
拠
し
器

全

戸

加

入

じ

ま

し

主

う

一

塁

〔
一月
中
)
警

の
喜

善

一

っ

て

い

手

。

喜

2
2一る

の
が
今
川
の
事
で
あ
り
手

E

一
議
費
高
句
会
巾
に
わ
た
り
吃
ザ
ド
い
る
懇
話

E
車
議
事
芸
官
備
さ
ん
が
鴻
ん
で
綱
男
下
車

十

七

日

か
ら

組

合

増

強

運

動

一

町

内
毎
に
「
襲
撃
組
合
段
落
強
一
六
=
一
去
、
加
入
人
民
八
、
宝
石
一
手
繋
裂
を
空

"
で
は
軌
告

am市
支
部
介
協

muで
-
+訟
の
混
蹴
ぞ
強
刀
に
指
し
進
あ
て
来
一
運
動
惣
談
合
を
開
催
し、

一
で
す
が
、
と
れ
h
v袋
部
納
岳
町
都
市
喜
一

・(輩

寵
)

5で
に

書

室

?

か

る
}ま
し
た
が
川
今
回
貿
信
審
議

納

税

露

合

へ
の
全
戸
加
入
事
一
法
哲
也
納
税
嘉
納
合
返
る
ほ
-

叫・1



2z費者皇霊空白書市 22222喜 ‘'. //' 

山主問主主要若山手責講市 /~ 
強耕地ziiiiii詞/シ
時駐誌はE重5555書官日曾三/必 』

時2255五百完全日皇室割と i~~ A 
113;完封i2172253警E W 
費抑制旬結子初訳Fゴt

雪量害時 12売会言語持参:4
32521;2 5 詰??裂)
'筆2321吉恒警告5252議場き
(格派月ヌ叫が午ツ午盟一審ea管

制15i間1152i院議百
害宍千 ζ官三塁全交番露乏奈 兵予定
ZF詩句読書室誠実宗

iiiiiiiiiii新 l告白!??民話題許iii保liii指針iiiiiiiiiii
読むき管詩ほ2今就|霊!?iii信組長許認知育|和信号!gFizzaS是正

Aiizii if空lii申告22?iiiiiiiii射能日liiiEi諮
問γれ重芳耳目見Ii合!霊(持寄どれ 市何人|持5gp|炉支持制認で
主計諸島RZ入童|iMl暗号、4222i百2533T所liZ1154黄色空諮問
キ続車場は ljまi科書時議直園菌T葉書草川lijFiiili望号ii134
giiiiii話ミ知 市jkiZ;tijilb;23i;;ら zi i計23?iii;戸

市 蛍b

/ 
8 3 鋪

口凶脚a叩

明
岨響部沈

195.2 ~， 

t毎月ーベヨ一日裕行〉
r-一一一

/〆ー~I

報.嵐構同町ヒ』脳相乙t5 "1三 1 ):J 1 ( 3 ) 



¥
前 C d ) 

こ
れ
か
ら
恐
ろ
し
い

一
一
酸
化
炭
素
の
中
毒

部
屋
を
し
め
切
っ
て
最
火
を
置
く
の
は
借
験

少
〈
も
一
時
間
に
一
回
の
換
気
を

ー
j

レ
聖
C

つ
在
部
屋
冨
不
火
一
気
一
が
つ
か
な
い
点
が
大
ベ
ん
恐
る
し
い
一
晶
玉
沢
山
入
れ
四
奮
し
め
き
ヨ
て
い
る
よ

(
冬
)
を
‘
か
ん
か
ん
お
と
し
て
い
一
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
豪
ゾ
一
プ
喜
一
う
た
去
最
栴
危
険
で
す
・

(
る
と
頭
高
ぐ
な
っ
た
D
一
レ
た
の
も
と
の
一
警
視
素
だ
っ
た
の
一
)
し
で
も
頭
痛
が
レ
宮
、

察
室
く
な
っ
す
す
る
こ
事
よ
一
で
あ
D
ま
ず
。
で
は
、
ど
己
て
と
の
一
(
少
)
気
持
ち
が
怒
い
時
に
は
直

ξ
あ
b
ま
す
。
と
れ
は
俗
に
い

2
灰
火

一
恐
る
べ
き
一
酸
悠
間
由
来
の
皇
零
境
、
一

f
k
ち
に
四
国
を
あ
U
は
な
つ
必

の
里
高
で
、
審
決
火
の
中
に
あ
る
一

一
か
、
そ
れ
は
恒
」
い
っ
て
義
気
、
即
亙
が
あ
D
ま
す
。
短
燈
で
一
縫
る
場
合
1

酸
佑
祝
祭
の
た
め
な
の
で
す
。
一
酸
化

-
ち
部
屋
の
室
岡
の
入
れ
換
え
孝
寸
分
に
享
侠
な
ど
は
ふ
と
ん
の
中
に
員
、
一
D
込

炭
素
は
火
の
あ
る
所
、
す
な
わ
ち
私
た

一
行
う
と
と
で
す
。
せ
っ
か
〈
額
く
な
っ

一む
ζ
と
が
よ
く
あ
D
ま
サ
が
、
乙
れ
程

ち
の
回
常
生
活
h
f
切

。

て

為

切

れ

な

い

一

光

部

屋

の

一

危

険

な

ζ
と
は
あ
h
u
ま
せ
ん
。
ま
た
ガ

関
係
に
あ
る
の
で
す
が
、
炭
酸
ガ
ス
と
一

1
j
を
あ
け
は
な
ナ
の
は
、
も
一
ス
ス
ト
ー
ブ
、
ガ
Y
Dン
ス
ト
ー
ブ

量
っ
て
一
後
援
護
、
そ
れ
自
身

一
(
窓
)
っ
た
い
な
い
よ
う
な
気
が
一
)
炭
ス
ト
ー
ブ
な
ど
も
み
な

が

獄

議

で

号

、

一

(

し

ま

す

が

、

震

に

よ

る

一

(

煉

)

一

酸

化

炭

素

を

巴

ま

す

1
J
気
の
申
に
一
自
分
の
一
も
合
一
熱
の
損
失
鐘
は
割
合
に
少
い
も
の
で
あ
一

f
¥
か
宍
必
ず
煙
突
き
げ

(
空
)
去
れ
て
い
る
と
、
数
詰

7
、
恐
色
い
中
毒
を
予
防
す
る
た
め
一
五
ス
声
佐
穂
く
よ
う

E
、一

f
I、
で
死
ぬ
ほ
ど
で
あ
D
な
が
一
に
は
、
少
く
と
も
一
時
間
一
時
に
一
回
の
一
時
間
に
一
回
は
懲
を
あ
け
て
換
気
を
防

ら
、
色
も
臭
い
も
刺
戟
佐
も
な
い
と
い
一
換
気
は
是
非
と
も
弘
要
で
す
。
特
に
お

一
行
ず
る
よ
う
に
敦
υま
レ
よ
〉
ジ
。

ラ
厄
介
な
し
る
も
の
で
、
雑
も
容
易
に
一
伊
賀
の
多
人
数
の
集
D
な

ど

で

、

火

鉢

一

(

衛

生

諜

)

鵠8 ヨ管E毎月時間一回幸吉:符3報腐市

煙
突
、
コ
タ
ツ
、
カ
マ
ド
の
火

用
心
の
上
に
も
用
心
し
て

前
橋
か
ら
火
事
を
無
〈
し
ま
し
ょ
う

一
月
、
一
斉
は
空
気
が
乾
燥
し
て
、
一
一
ず
る
か
、
小
さ
く
悶
い
止
め
る
か
の
太
一
主
主
わ
れ
ま
す
遜
b
、
阜
〈
知
ら
せ
て

委
事
の
差
し
易
い
危
険
な
時
で
ナ
一
き
な
限
れ
自
に
な
D
ま
ず
か
ら
、
費
一
号
消
防
長
て
貰
う
こ
と
が
田
町
い
で

出
火
の
置
に
ヨ
い
五
ま
し
で
も
、
一
レ
去
、
ス
グ
需
で
二
九
答
(
常
一
少
し
怒
れ
る
と
、
モ
ワ
手
の
下
し
き

昨
年
中
(
一
月
か
ら
十
二
月
一
平
二
日
一
備

E
白

色

て

互

い

。

市

一

室

毛

主

ナ

。

火

事

寝

袋

署
)
に
差
し
た
火
事
早
需
の
一
で
は
市
内
の
喜
の
あ
る
家
長
選
一
議
ぐ
ば
か
D
で
な
く
、
隣
近
所
や
、

書
芸
道
警
、
煙
突
の
お
一
番
力
を
お
願
い
し
て
あ
幻
現
在
二
千
玄
く
の
人
々
に
議
を
か
け
ま
ナ
か
ら

粉
や
コ
タ
ツ
の
火
、
カ
マ
ド
の
残
火
一
小
一
五
百
四
十
一
戸
が
と
の
協
力
の
家
と
な
一
い
っ
ち
火
の
元
の
ま
怠
を
塁
塁
に
レ
、

始
末
と
云
っ
た
も
の
が
大
郎
分
で
あ
D
一
っ
て
居
D
ま
す
。
協
刀
の
家
に
は
「
火
一
昨
慨
に
外
出
の
時
は
、
ょ
く
火
気
を
始
末

ま
ず
か
ら
充
分
注
意
し
て
復
興
途
上
の
ー一
災
通
報
協
力
の
霞
の
赤
い
標
恐
入
一
し
ま
し

50寝
る
時
に
は
、
モ
ワ
一

前
憶
か
ら
火
災
を
無
く
し
ま
レ
古
J

。
一
口
に
掲
げ
て
あ
D
ま
ず
か
ら
、
と
の
協
一
度
、
よ
〈
見
廻
っ
て
、
残
火
の
な
い
よ

火
事
の
場
合
、
発
見
宣
言
還
さ
、
一
力
の
家
を
習
で
、
知
ら
せ
ず
賞
う
の
一

5
Eま
し
ょ
う
。
(
保
護
)

通
報
の
尽
さ
と
返
さ
が
火
事
を
穴
き
く
一
が
便
利
で
ナ
。
火
事
ば
毅
初
の
五
分
間
↑

自

動

車

ポ

ン

プ

・

一

ち

ま

ず

か

ら

、

火

災

害

は

、

遣

の

ヨ
S
-
2
z
.
，
J

一
ま
ん
中
で
自
助
事
を
見
返
っ
た

D
d

z
s
h
v
)
.、
〉

Aat--、
一
う
見
ず
に
道
へ
飛
び
出
さ
な
い
き
、

副
首
高

U
閣
開
U4む
重

大

人

も

、

?

?

供

も

御

霊

下

さ

い

。

叉

i

ー
一
一
般
の
歩
行
者
出
議
箪
も
、
自
動
扇
ポ

前

後

見

守

に

飛

び

出

す

は

危

険

一

ン

ア

選

議

長

、

雪

崩

長

火
事
の
時
に
各
消
防
同
か
ら
、
自
動
車
一
言
妻
、
道
の
ま
ん
中
に
立
っ
て
い
一
号
、
臼
軍
ポ
ン
プ
が
少
し
も
早
く

ポ
ン
プ
が

mp、
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
一
お
こ
と
で
す
。
火
災
援
に
愈
ぐ
自
動
一
現
場
へ
裂
で
き
義

E
て
下
さ
い

し
な
が
会
議
場
応
急
行
し
ま
す
が
一
室
次
々
に
続
い
て
警
官
、
一
事
一
次
に
火
事
の
際
、
常
備
滑
防
署
対

日
あ
限
一
帯
危
険
さ
と
は
、
易
型

Eの
乙
と
を
蓉
え
る
の
は
非
常
に
危
一
レ
「
火
事
は
ど
と
で
す
か
」
と
間
合

a伊
‘

6
J
6
2℃
M
F
H

叫に駒山町

wι
し
、
一
一
険
℃
、
ζ
れ
が
た
め
に
出
品
む
ぬ
事
故
を
一
ぜ
が
沢
山
あ
h
u
ま
す
が
、
と
れ
は
病

橋昭和 28年 1月 1目

。

市

防
活
副
上
非
常
に
支
障
を
来
す
原
凶
『

と
な
h
p
ま
す
の
で
、
今
後
は
す
べ
て
一

市
復
附
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
・

(
保
安
藤
)

農
業
委
員
選
拳
人

名
簿

d
d
縦
覧

今
年
ほ
委
員
改
選
の
年

本
市
農
業
委
員
会
委
員
の
選
挙
人
名
簿
一
今
年
は
農
業
委
員
会
が
出
来
て
か
ら
阜

は
、
名
簿
登
録
申
請
脅
を
農
業
委
員
会
一

ζ
も
二
ヶ
年
で
蚕
員
の
任
期
は
七
月
十

か
ら
市
選
挙
管
葱
委
員
会
に
送
付
さ
れ

一
九
日
で
一
満
了
し
、
七
月
二
十
回
に
適
挙

一
月
十
五
日
迄
に
名
簿
の
調
興
を
完
了

一
が
行
む
れ
る
予
定
〈
営
責
十
五
名
)
で

し
、
一
月
二
十
日
か
ら
十
五
日
開
会
三
そ
の
溺
挙
に
は
、
右
の
名
簿
が
伊
周
ち

月
三
日
ま
で
)
市
選
挙
管
理
委
員
会
で

↑
れ
ま
ず
か
ら
、
も
し
名
簿
に
編
れ
る
と

関
係
者
の
醤
E
に
供
し
ま
ず
か
ら
、
こ

一
そ
の
λ
除
役
繋
が
出
来
な
い
と
と
に
な

の
期
間
中
に
縦
覧
の
上
、
設
D
が
あ
る

一h
p
ま
ず
か
ら
、
充
分
御
注
意
下
さ
い
。

か
な
い
か
を
よ
ぐ
確
あ
去
し
ょ
3
0
こ
一
(
市
適
時
牢
管
頭
套
員
会
)

の
名
揮
は
三
月
五
日
で
確
定
し
ま
す
が

寒
い
時
で

停
染
病
は
後
生

発
疹
チ
フ
ス
は
シ
ラ
ミ
か
ら

作
年
は
本
市
の
伝
染
病
も
市
民
皆
さ
ん
一
疫
痢
四
七
、
腸
チ
フ
ス
一
一
、
獲

の
御
協
力
に
よ
D
懸
念
さ
れ
た
赤
痢
や
一
紅
熱
一

o、
流
脳
三
、
臼
本
脳

エ
キ
H
Y
を
始
め
、
一
例
れ
ゑ
出
者
の
発
生
一
炎
一
一
、
ジ
ブ
テ
刀
ヤ
一
一
一
、

が
比
較
的
少
手
議
み
ま
し
た
が
、
と
一
計
一
一
一
一
四

れ
は
一
般
の
街
空
思
想
の
向
上
の
あ
ら
一
お
の
内
死
亡
者
は
一
一
名
で
、
致
命
寧

わ
れ
で
あ
づ
て
、
ま
と
と
に
喜
ば
し
い
一
五
%
で
あ
h
u
ま
ず
か
ら
、

ζ
れ
は
全
国一

乙
と
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
伝
染
病
は
一
的
に
み
て
も
極
め
て
低
い
致
命
率
で
あ

校
時
で
主
往
し
、
妹
に
と
れ
か
ら
一

b
茎
晶
、
要
に
な
る
の
は
お
互
に

は
溌
疹
チ
フ
ス
の
禿
生
期
と
な
h
u
と
れ
一
損
で
あ
h
p
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
命
を
奪

は
シ
芝
之
が
媒
介
し
ま
ず
か
ら
、
身
体
一
わ
れ
る
と
井
ほ
筒
更
賢
建
』
な
舗
で
す
・

や
衣
類
を
清
潔
に
レ
、
叉
家
の
申
や
周
一
若
し
身
保
に
異
燃
が
あ
っ
た
あ
少
し
も

闘
を
よ
丘
片
付
け
て
、
恐
ろ
し
い
雲
一
阜
〈
医
師
の
撃
を
普
ま
し
き
。

に
か
L
ら
な
い
主
つ
に
数
し
ま
し
ト
雪
一
一
寸
し
た
風
警
も
油
煙
築
物
で
す

昨
年
中
の
患
者
が
少
な
っ
た
と
は
一
E
い

一

(

衛

笠

原

)

な
が
ら
、
数
字
を
あ
げ
て
一
見
ま
す
と
、
一

1
1
1
1
1
1
-
-

ト
日
ト
問
料
ド
同
叶
幻
自
将
一
所
一
月
湖
沼
匂
訟

の
と
お
h
u
一
一
一
一
閃
一
名
に
な
h
u
ま
す
。
一
審
、
十
五
日
成
人
の
臼
旧
十
二
月
側
、

赤
痢
四
七
、
疑
似
赤
痢
一

O
一
、
一
一
一
十
日
大
寒 も

画
一
圏
一
周
一
四
ト
月
h
一一制

前
橋
競
輪
一
月
、
二
月
の
開
催
四
割
は
次
の
通
b
で
す
。
(
商
工
腺
)

マ
一
月
前
橋
市
営
)
二
臼
か
ら
七
日
ま
で
連
続
六
日
間
.

マ
ニ
月
(
太
田
市
品
目
)
第
一
節
二
十
一
日
主
〉
、
二
十
二
日
(
国
)
、
二

十
三
日
(
月
)
、
第
二
節
二
十
七
日
(
金
v
、
一
一
十
八
回
(
土
〉
、
一
一
芳
一
日

(
臼
)
〈
何
れ
も
小
雨
決
行
)

、)0
‘ぷ

，、


